
 

 

町営建設工事の発注の見通しの公表に関する要領  

 

                平成１３年９月２８日告示第３８号  

 

    改正  

        平成２３年４月１日告示第２９号  

        平成２８年１０月１日告示第１７４号  

 

 （趣旨）  

第１  この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律（平成１２年法律第１２７号。以下「法」という。）第７条の規定

による町営建設工事の発注の見通しに関する事項の公表（以下「発注

の見通しの公表」という。）の実施に関し、公共工事の入札及び契約

の適正化の促進に関する法律施行令（平成１３年政令第３４号）に定

めるもののほか、必要な事項を定める。  

 （発注の見通しの公表）  

第２  法第７条第１項の規定による公表は、毎年度４月１日以後遅滞な

く行うものとする。  

２  法第７条第２項の規定による公表は、毎年度１０月１日を目途とし

て、行うものとする。  

 （公表の方法）  

第３  第２に規定する公表は、町営建設工事発注見通し調書（様式第１

号。以下「発注見通し調書」という。）を閲覧に供することにより行

うものとする。  

２  発注見通し調書は、公表した年度の３月３１日まで閲覧に供するも

のとする。  

 （閲覧の方法等）  

第４  第３第１項の閲覧を希望する者（以下「閲覧希望者」という。）

は、山田町役場町民ホール情報公開コーナー（以下「情報公開コーナ

ー」という。）又は山田町のホームページにおいて閲覧するものとす

る。  

２  閲覧希望者は、情報公開コーナーにおいて閲覧を行おうとするとき

は、山田町の休日に関する条例（平成２年山田町条例第４号）に規定

する町の休日でない日に行うものとし、その閲覧時間は、午前８時３

０分から午後５時１５分までとする。この場合において、閲覧希望者

は、町営建設工事発注見通し調書閲覧台帳（様式第２号）に住所及び

氏名を記入して閲覧するものとする。  



 

 

   前  文（抄）（平成２３年４月１日告示第２９号）  

 平成２３年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要領は平成２８年１０月１日から施行する。  

 



 

 

様式第１号（第３関係） 

町営建設工事発注見通し調書 

 

工 事 名 担 当 課 工事場所 工事期間 工事種別 工事概要  
入 札 及 び 

契約の方法 
入札予定時期 備考 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

 

様式第２号（第４関係） 

町営建設工事発注見通し調書閲覧台帳 

年 月 日 氏   名 住      所 備 考 

・  ・ 
   

・  ・ 
   

・  ・ 
   

・  ・ 
   

・  ・ 
   

・  ・ 
   

・  ・ 
   

・  ・ 
   

・  ・ 
   

・  ・ 
   

・  ・ 
   

・  ・ 
   

・  ・ 
   

・  ・ 
   

・  ・ 
   

・  ・ 
   

・  ・ 
   

・  ・ 
   

・  ・ 
   

 


